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企 業 庁 管 理 規 程 

 

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

令和７年12月19日 

                              兵庫県公営企業管理者 梶 本 修 子 

兵庫県企業庁管理規程第４号 

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程 

企業職員の給与に関する規程（昭和41年12月22日企業局管理規程第14号）の一部を次のように改正する。 

第６条の２第１項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の105」を「100分の106.25」に、同条第 

２項中「100分の125」を「100分の126.25」に、「100分の70」を「100分の71.25」に、「100分の105」を「100

分の106.25」に、「100分の60」を「100分の61.25」に改め、同条第３項中「100分の125」を「100分の126.25」

に、「100分の95」を「100分の96.25」に改める。 

第６条の３第１項第１号中「100分の105」を「100分の106.25」に、「100分の87.5」を「100分の88.75」に、

「100分の125」を「100分の126.25」に改め、同項第２号中「100分の50」を「100分の51.25」に、「100分の60」

を「100分の61.25」に改める。 

   附 則 

 この管理規程は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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